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告 示

高知県告示第105号

中芸広域連合から申請があった中芸広域連合の処理する事務及

び規約の変更について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

291条の 3 第 1 項の規定により、平成28年 2 月 8 日付けで許可し

た。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第106号

自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第114条及び第117条

第 1 項並びに第118条の規定により、陸上自衛隊、海上自衛隊及

び航空自衛隊の自衛官候補生の募集期間等を次のとおり告示す

る。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　男子（平成28年 3月及び 4月採用予定）

( 1 )　募集期間

随時（最終期限は、平成28年 3月11日（金））

( 2 )　試験種目、試験期日及び試験会場

2　問い合わせ先

自衛隊高知地方協力本部

電話番号088－822－6128

ホームページアドレス　http://www.mod.go.jp/pco/kochi/

高知県告示第107号

農林水産大臣から、次の森林を保安林に指定する予定である旨

の通知があったので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の

規定により告示する。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　保安林予定森林の所在場所

長岡郡本山町七戸字口白髪山924の10（次の図に示す部分に

限る。）

2　指定の目的

土砂の流出の防備

3　指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法

ア　主伐は、択伐による。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。

ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

( 2 )　立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を高知県林業振興・環境部治山林道課及び本山町役場に備

え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第108号

農林水産大臣から、次の森林を保安林に指定する予定である旨

の通知があったので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の

規定により告示する。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　保安林予定森林の所在場所

長岡郡本山町沢ケ内字丸尾738の15、738の16、739の38、739

の39

2 　指定の目的

水源の涵
か ん

養

3　指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法

ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。

ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課及び本山町役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

高知県告示第109号

国土交通省国土地理院長から平成27年 6 月高知県告示第334号

（基本測量の実施の通知）で告示した基本測量が平成28年 2 月16

日に終わった旨の通知があったので、測量法（昭和24年法律第

188号）第14条第 3項の規定により告示する。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第110号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。

その関係図面は、平成28年 3月 4日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　庄田伊野

3　道路の区域

試験会場

香南市香我美町上分3390

高知駐屯地

試験種目

筆記試験

口述試験

適性検査

身体検査

試験期日

平成28年 3 月12日

（土）

区 　　　 　間 延　　　　長敷地の幅員変更前
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高知県告示第111号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、平成28年 3月 4日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　庄田伊野

3　道路の区域

公　　　　　　　告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7号）第25条第 4項の

規定により特定非営利活動法人の定款変更の認証の申請があった

ので、同条第 5項において準用する同法第10条第 2項の規定によ

り次のとおり公告する。

なお、その関係書類は、平成28年 2 月25日から 2月間高知県文

化生活部県民生活・男女共同参画課において公衆の縦覧に供す

る。

平成28年 2 月25日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号）第66

条第 3項の規定により、平成28年度前期技能検定試験の実施につ

いて次のとおり公告する。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　実施する等級、検定職種等

実施する等級並びに等級に応じ実施する検定職種及び作業

は、次のとおりとし、実技試験及び学科試験によって行う。

( 1 )　一級及び二級職種

園芸装飾（室内園芸装飾作業）、造園（造園工事作

業）、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）、金属熱処理（一般熱処

理作業、浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業、高周波・炎熱処

理作業）、機械加工（普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、

フライス盤作業、数値制御フライス盤作業、平面研削盤作

業、円筒研削盤作業、マシニングセンタ作業）、放電加工

（数値制御形彫り放電加工作業、ワイヤ放電加工作業）、

鉄工（製缶作業、構造物鉄工作業）、建築板金（内外装板

金作業、ダクト板金作業）、工場板金（曲げ板金作業、打

出し板金作業）、めっき（電気めっき作業）、アルミニウ

ム陽極酸化処理（陽極酸化処理作業）、仕上げ（治工具仕

上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業）、切削

工具研削（工作機械用切削工具研削作業）、電子機器組立

て（電子機器組立て作業）、電気機器組立て（配電盤・制

御盤組立て作業）、産業車両整備（産業車両整備作業）、

建設機械整備（建設機械整備作業）、婦人子供服製造（婦

人子供注文服製作作業）、家具製作（家具手加工作業、家

具機械加工作業）、建具製作（木製建具手加工作業、木製

建具機械加工作業）、石材施工（石張り作業）、とび（と

び作業）、左官（左官作業）、ブロック建築（コンクリー

トブロック工事作業）、タイル張り（タイル張り作業）、

畳製作（畳製作作業）、防水施工（ウレタンゴム系塗膜防

水工事作業、アクリルゴム系塗膜防水工事作業、シーリン

グ防水工事作業、ＦＲＰ防水工事作業）、内装仕上げ施工

（プラスチック系床仕上げ工事作業、木質系床仕上げ工事

作業、鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業）、熱絶

縁施工（保温保冷工事作業）、サッシ施工（ビル用サッシ

施工作業）、表装（壁装作業）、塗装（建築塗装作業、金

属塗装作業）、広告美術仕上げ（広告面ペイント仕上げ作

業、広告面粘着シート仕上げ作業）、写真（肖像写真デジ

タル作業）、商品装飾展示（商品装飾展示作業）及びフラ

ワー装飾（フラワー装飾作業）

( 2 )　三級職種

園芸装飾（室内園芸装飾作業）、造園（造園工事作

業）、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）、金属熱処理（一般熱処

理作業、浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業、高周波・炎熱処

理作業）、機械加工（普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、

フライス盤作業、平面研削盤作業、マシニングセンタ作

業）、工場板金（曲げ板金作業、打出し板金作業）、めっ

き（電気めっき作業）、仕上げ（機械組立仕上げ作業）、

機械検査（機械検査作業）、電子機器組立て（電子機器組

立て作業）、建築大工（大工工事作業）、とび（とび作

業）、左官（左官作業）、化学分析（化学分析作業）、塗

装（金属塗装作業）、広告美術仕上げ（広告面粘着シート

仕上げ作業）、商品装飾展示（商品装飾展示作業）及びフ

ラワー装飾（フラワー装飾作業）

( 3 )　単一等級職種

塗料調色（調色作業）及び産業洗浄（高圧洗浄作業）

2　実施期日、実施場所等

( 1 )　実技試験

ア　実施期日

平成28年 6月 2日（木）から同年 9月 7日（水）までの

間において、別途高知県職業能力開発協会が指定する日

イ　実施場所

別途高知県職業能力開発協会が指定する場所

ウ　手数料

（メートル）（メートル）後の別

高岡郡日高村名越屋

字上タチメ954番 1

から

高岡郡日高村名越屋

字下タチメ1004番 2

まで

〜 147前

〜 147後

3.8

40.9

23.7

79.7

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

147
平成28年 3月 4

日

高岡郡日高村名越屋字上タ

チメ954番 1から

高岡郡日高村名越屋字下タ

チメ1004番 2 まで

申請の

あった

申請に係る特定非営利活動法人

主たる

年月日

平成28

年 2 月

9 日

名称

特定非

営利活

動法人

Homo

Ludens

代表者の

氏名

中市　真

帆

事務所

の所在

地

安芸郡

田野町

907番

地 1

定款に記載された目的

この法人は、障害者及

び障害児と保護者に対

して、子ども一人ひと

りの特性にあわせ、子

どもの意欲と自信を引

き出すための知識と、

専門的かつ具体的な支

援技術を途切れること

なく一貫して提供す

る。そして子どもたち

が生活を営む身近な地

域において、子どもが

自分に自信と誇りを持

って暮らせる大人にな

ることを目指し、毎日

の暮らしのなかにある

早期療育に寄与するこ

とを目的とする。
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検定職種ごとに次のとおりとする。

(ア)　一級、二級、三級（高等学校に在学する者その他

の知事が別に定める者を除く。）及び単一等級職種

手数料

17,900円

検定職種

園芸装飾

造園

鋳造

金属熱処理

機械加工

放電加工

鉄工

建築板金

工場板金

めっき

アルミニウム陽

極酸化処理

仕上げ

切削工具研削

電子機器組立て

電気機器組立て

産業車両整備

建設機械整備

家具製作

建具製作

石材施工

建築大工

とび

左官

ブロック建築

タイル張り

畳製作

防水施工

内装仕上げ施工

熱絶縁施工

サッシ施工

化学分析

表装

塗装

広告美術仕上げ

写真

実技試験の試験科目

室内園芸装飾作業

造園工事作業

鋳鉄鋳物鋳造作業

一般熱処理作業

浸炭・浸炭窒化・窒化処

理作業

高周波・炎熱処理作業

普通旋盤作業

数値制御旋盤作業

フライス盤作業

数値制御フライス盤作業

平面研削盤作業

円筒研削盤作業

マシニングセンタ作業

数値制御形彫り放電加工

作業

ワイヤ放電加工作業

製缶作業

構造物鉄工作業

内外装板金作業

ダクト板金作業

曲げ板金作業

打出し板金作業

電気めっき作業

陽極酸化処理作業

治工具仕上げ作業

金型仕上げ作業

機械組立仕上げ作業

工作機械用切削工具研削

作業

電子機器組立て作業

配電盤・制御盤組立て作

業

産業車両整備作業

建設機械整備作業

家具手加工作業

家具機械加工作業

木製建具手加工作業

木製建具機械加工作業

石張り作業

大工工事作業

とび作業

左官作業

コンクリートブロック工

事作業

タイル張り作業

畳製作作業

ウレタンゴム系塗膜防水

工事作業

アクリルゴム系塗膜防水

工事作業

シーリング防水工事作業

ＦＲＰ防水工事作業

プラスチック系床仕上げ

工事作業

木質系床仕上げ工事作業

鋼製下地工事作業

ボード仕上げ工事作業

保温保冷工事作業

ビル用サッシ施工作業

化学分析作業

壁装作業

建築塗装作業

金属塗装作業

広告面ペイント仕上げ作

業

広告面粘着シート仕上げ

作業

肖像写真デジタル作業
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(イ)　三級職種（高等学校に在学する者その他の知事が

別に定める者に限る。）

エ　問題の公表

実技試験の問題は、あらかじめ平成28年 5 月26日（木）

に高知県職業能力開発協会に掲示して公表する。ただし、

一部の職種については、問題の全部又は一部を公表しな

い。

( 2 )　学科試験

ア　実施期日

検定職種ごとに次のとおりとする。

(ア)　一級、二級及び単一等級職種

(イ)　三級職種

     14,900円

商品装飾展示

フラワー装飾

塗料調色

産業洗浄

機械検査

婦人子供服製造

商品装飾展示作業

フラワー装飾作業

調色作業

高圧洗浄作業

機械検査作業

婦人子供注文服製作作業

9,900円

仕上げ

電子機器組立て

建築大工

とび

左官

化学分析

塗装

広告美術仕上げ

商品装飾展示

フラワー装飾

機械検査

機械組立仕上げ作業

電子機器組立て作業

大工工事作業

とび作業

左官作業

化学分析作業

金属塗装作業

広告面粘着シート仕上げ

作業

商品装飾展示作業

フラワー装飾作業

機械検査作業

手数料

11,900円

    

検定職種

園芸装飾

造園

鋳造

金属熱処理

機械加工

工場板金

めっき

実技試験の試験科目

室内園芸装飾作業

造園工事作業

鋳鉄鋳物鋳造作業

一般熱処理作業

浸炭・浸炭窒化・窒化処

理作業

高周波・炎熱処理作業

普通旋盤作業

数値制御旋盤作業

フライス盤作業

平面研削盤作業

マシニングセンタ作業

曲げ板金作業

打出し板金作業

電気めっき作業

検定職種

造園

金属熱処理

産業車両整備

とび

防水施工

サッシ施工

塗装

産業洗浄

検定職種

園芸装飾

造園

鋳造

機械加工

工場板金

めっき

仕上げ

機械検査

機械加工

鉄工

めっき

アルミニウム陽極酸化処理

電子機器組立て

建設機械整備

婦人子供服製造

家具製作

建具製作

左官

畳製作

内装仕上げ施工

広告美術仕上げ

商品装飾展示

写真

園芸装飾

鋳造

放電加工

建築板金

工場板金

仕上げ

切削工具研削

電気機器組立て

石材施工

ブロック建築

タイル張り

熱絶縁施工

表装

フラワー装飾

塗料調色

実施期日

平成28年 8 月21日（日）

実施期日

平成28年 7 月17日（日）

平成28年 8 月28日（日）

平成28年 8 月31日（水）

平成28年 9 月 4日（日）
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イ　実施場所

別途高知県職業能力開発協会が指定する場所

ウ　手数料

3,100円

3　受検の申請手続

( 1 )　提出書類

ア　技能検定受検申請書（知事が別に定めるものとする。）

イ　実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、

その資格を証する書面の写し

( 2 )　書類の提出先

高知市布師田3992番地 4（高知県立地域職業訓練センター

内）　高知県職業能力開発協会

なお、郵送による場合は、書留郵便によるものとし、封筒

の表面に「技能検定受検申請書在中」と朱書すること。

( 3 )　書類の受付期間

平成28年 4月 4日（月）から同月15日（金）まで（郵送に

よる場合は、平成28年 4月15日付けの消印のあるものまで受

け付ける。）

( 4 )　技能検定受検申請書の交付

技能検定受検申請書（以下「申請書」という。）の用紙及

び受検案内は、高知県職業能力開発協会で交付する。

なお、申請書の用紙の郵送を求める場合は、封筒の表面に

「技能検定受検申請書用紙請求」と朱書すること。

( 5 )　手数料の納付方法等

手数料は、申請書に添えて納付すること。

なお、実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合

は、当該試験に係る手数料の納付は要しない。

受検の申請を受け付けた後は、申請を取り消した場合又は

試験を受けなかった場合でも、手数料は、返還しない。

4　合格者の発表等

実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者には、高知県

職業能力開発協会が書面で通知し、技能検定に合格した者の受

検番号は、平成28年 9 月30日（金）に高知県庁本庁舎 1階の掲

示板に掲示するとともに、高知県立高知高等技術学校のホーム

ページ（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151304/）に

掲載する。

なお、三級職種のうち同年 7月17日に学科試験を実施する職

種に係る技能検定に合格した者の受検番号については、同年 8

月26日（金）に高知県庁本庁舎 1階の掲示板に掲示するととも

に 、 高 知 県 立 高 知 高 等 技 術 学 校 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151304/）に掲載す

る。

5　技能検定合格証書等の交付

一級又は単一等級の技能検定に合格した者には厚生労働大臣

から、二級又は三級の技能検定に合格した者には高知県知事か

ら、それぞれ合格証書が交付される。

また、技能検定に合格した者には、厚生労働大臣から合格し

た等級の技能士章が交付される。

6　その他

この技能検定について不明な点は、高知県立高知高等技術学

校（電話番号088－847－6601）又は高知県職業能力開発協会

（電話番号088－846－2300）に問い合わせること。

職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号）第66

条第 3項の規定により、平成28年度随時実施技能検定試験の実施

について次のとおり公告する。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　実施する等級及び検定職種

実施する等級及び等級に応じ実施する検定職種は、次のとお

りとし、実技試験及び学科試験によって行う。ただし、( 1 )に

掲げる三級職種の試験については、当該職種に係る基礎一級又

は基礎二級に合格した者に限り受検することができる。

( 1 )　三級職種

さく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄

工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化

処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、電子機器組立て、

電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器

施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製

造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建

具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチッ

ク成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハ

ム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築

大工、かわらぶき、とび、左官、タイル張り、配管、型枠

施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装

仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施

工、表装、塗装及び工業包装

( 2 )　基礎一級及び基礎二級

さく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄

工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化

処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、電子機器組立て、

電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器

施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製

造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建

具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチッ

ク成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハ

ム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築

大工、かわらぶき、とび、左官、タイル張り、配管、型枠

施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装

仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施

工、表装、塗装及び工業包装

2　実施期日、実施場所等

( 1 )　実技試験

ア　実施期日

平成28年 4月 1日（金）から平成29年 3月31日（金）ま

での間において、別途高知県職業能力開発協会が指定する

日

イ　実施場所

別途高知県職業能力開発協会が指定する場所

ウ　手数料

検定職種ごとに次のとおりとする。

電子機器組立て

建築大工

とび

左官

化学分析

塗装

広告美術仕上げ

商品装飾展示

フラワー装飾

金属熱処理 平成28年 8 月21日

検定職種

さく井

鋳造

鍛造

機械加工

金属プレス加工

鉄工

建築板金

工場板金

めっき

アルミニウム陽極酸化処理

仕上げ

ダイカスト

電子機器組立て

電気機器組立て

プリント配線板製造

冷凍空気調和機器施工

染色

ニット製品製造

手数料

17,900円
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エ　問題の公表

実技試験の問題は、あらかじめ受検申請者に公表する。

ただし、一部の職種については、問題の全部又は一部を公

表しない。

( 2 )　学科試験

ア　実施期日

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日までの間におい

て、別途高知県職業能力開発協会が指定する日

イ　実施場所

別途高知県職業能力開発協会が指定する場所

ウ　手数料

3,100円

3　技能検定受検申請書の受付期間

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日までの間において、

随時受け付ける。

4　技能検定受検申請書の請求先及び提出先

高知市布師田3992番地 4 （高知県立地域職業訓練センター

内）　高知県職業能力開発協会

なお、技能検定受検申請書（知事が別に定めるものとす

る。）の用紙の郵送を求める場合は、封筒の表面に「技能検定

受検申請書用紙請求」と朱書することとし、技能検定受検申請

書を郵送する場合は、書留郵便によるものとし、封筒の表面に

「技能検定受検申請書在中」と朱書すること。

5　合格者の発表等

実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者には、高知県

職業能力開発協会が書面で通知し、技能検定に合格した者に

は、高知県知事から合格証書が交付される。

また、三級の技能検定に合格した者には、厚生労働大臣から

三級の技能士章が交付される。

6　その他

この技能検定は、外国人の技能実習制度に係る研修成果の評

価及び修得技能等の認定に活用するものである。

また、この技能検定について不明な点は、高知県立高知高等

技術学校（電話番号088－847-6601）又は高知県職業能力開発

協会（電話番号088－846－2300）に問い合わせること。

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社

から申請があった農用地利用配分計画について、次のとおり農地

中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18

条第 1項の認可をした。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　農用地利用配分計画の概要

( 1 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

土佐清水市三崎2985番地

農事組合法人三崎　代表理事　野老山　卓男

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

土佐清水市三崎字道信2173番、2175番、2177番、2178

番、2180番、2181番、2186番、2188番、2189番、2190番

及び2191番、字西ノ川2270番、2271番、2272番、2273

番、2276番、2277番、2278番、2279番、2280番、2281

番、2282番、2283番、2284番、2285番、2286番、2287番

及び2288番、字五反切2293番、2294番、2295番、2296

番、2299番、2300番、2301番、2302番、2304番、2305番

及び2306番、字三室附2457番 1、2458番 1、2459番 1、

2459番 2 、2459番 3 、2460番 1 、2460番 2 、2462番、

2463番及び2464番、字中井出2649番、2651番、2652番、

2654番及び2657番、字黒沢2662番、2664番、2665番、

2668番、2669番、2671番、2672番、2674番及び2675番、

字助通2839番、2840番、2841番、2842番、2843番、2848

番、2849番、2853番、2854番、2856番、2857番、2858

番、2859番及び2861番、字松ノ下2865番、2866番、2868

番、2870番、2873番、2874番、2875番、2877番、2878番

2 、2926番、2927番、2930番、2931番、2932番、2934

番、2935番及び2937番、字西上川原2939番、2940番及び

2942番、字防ノ木2990番 1、2991番、2998番、3000番及

び3004番 1 、字籐ノ瀬3051番 1 、字中鶴尾4020番 1 、

4021番 1及び4022番 1、字稗田5397番、5401番、5403番

及び5404番、字大谷5407番、5408番、5409番及び5410番

並びに字大今5314番、5316番、5350番及び5352番

( 2 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

土佐清水市三崎2805番地

平林　昌幸

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

土佐清水市三崎字西ノ川2274番、字五反切2291番、字

黒沢2661番及び2670番、字助通2837番、2860番及び2862

番並びに字松ノ下2869番

( 3 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

土佐清水市三崎2975番地

森　将洋

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

土佐清水市三崎字五反切2289番及び字松ノ下2936番

( 4 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡日高村沖名2777番地 3

農事組合法人沖名営農組合　代表理事　井上　恭行

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡日高村沖名字ビヤ首60番 1 、字長崎前144番及

び151番、字長崎ノ下258番、字道越275番、字横田949

番、974番、995番 1、997番、998番、999番 1、999番 2

及び999番 3 、字鏡田1013番 1 、1013番 2 、1015番 1 、

1015番 2 、1018番、1023番 1、1023番 2 、1024番、1025

番 1 、1025番 3 、1028番、1029番、1052番、1053番、

1057番及び1058番、字三反郷1484番、1486番及び1487

番、字出ノ岡1516番、1517番、1519番、1520番、1530

番、1540番、1545番及び1546番、字中ノ坪1597番、1598

番、1599番、1601番、1603番 1、1608番及び1616番 1、

字僧ケ橋2029番 1 、2034番及び2041番、字芝ケ畝2702

番、2737番、2738番、2739番、2740番、2741番、2745

紳士服製造

寝具製作

帆布製品製造

布はく縫製

家具製作

建具製作

紙器・段ボール箱製造

印刷

製本

プラスチック成形

強化プラスチック成形

石材施工

パン製造

ハム・ソーセージ・ベーコン製造

水産練り製品製造

建築大工

かわらぶき

とび

左官

タイル張り

配管

型枠施工

鉄筋施工

コンクリート圧送施工

防水施工

内装仕上げ施工

熱絶縁施工

サッシ施工

ウェルポイント施工

表装

塗装

工業包装

機械検査

婦人子供服製造

14,900円
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番、2746番、2748番、2749番、2750番、2762番、2766番

及び2770番、字野井ノ尻2825番及び2833番、字植木3069

番、3084番及び3091番、字深田3161番 1 、3161番 2 、

3161番 3、3161番 4、3161番 5 、3161番 6、3161番 7 、

3180番、3185番 1、3185番 2 、3186番、3187番及び3188

番、字川原田3247番、字石橋3722番 1、字大榲4581番、

字大川内丁免4659番並びに字今崎ノ下タ5228番 1、5228

番 2 、5228番 3、5228番 4、5228番 5 、5228番 6、5228

番 7 、5228番 8 、5228番 9 、5228番10、5228番11、5228

番12及び5228番13

( 5 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町黒石451番地

営農支援センター四万十株式会社　代表取締役　中越

　清年

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町東川角字高岡乙15番 2 、乙15番 3、乙

15番 4及び乙16番、壱斗俵字才能64番 1、64番 2 、64番

3、68番 1及び68番 2 並びに字堂野々143番、145番 1及

び148番、道徳字サカバ72番 1及び73番 2 、字道尻128番

2 並びに字大苗代160番、市生原字宮ノ廻リ105番、字横

田170番並びに字岡ノ屋敷263番、仁井田字永泉畑172

番、字松ノ本1916番及び1920番並びに字廣田2061番及び

2068番、奈路字立本385番10、396番及び397番並びに字

鍛治屋敷1437番、奥呉地字西ノ奥646番、647番、650

番、669番及び673番、口神ノ川字中屋式662番 1及び668

番 2 、弘見字青木672番、字ハルキ800番及び字シバ871

番、上秋丸字山伏塚ノ本697番 2 及び700番 1、窪川中津

川字下栗ノ木714番 1 、714番 2 、718番 1 、719番 1 、

720番 2 、723番 1、724番 1、724番 2 、727番 2 、729番

1 及び729番 2 、字上ノヤシキ1004番 1 、1004番 4 、

1004番 5 及び1004番 6並びに字サイノウ1009番 1、1009

番 2 、1009番 3及び1222番 1、見付字柏木856番 1、856

番17、856番18及び861番 1並びに字山口2514番、床鍋字

入レ子口892番 1 、898番 1 及び899番 1 、字籾野奈路

1743番並びに字三島野丸1755番、黒石字山瀬1014番 1及

び1017番 1並びに与津地字小越エ1731番及び1732番

( 6 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町若井32番地 3

四万十野菜合同会社　代表社員　濱﨑　龍一

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町若井字若松40番13並びに中神ノ川字影

平68番 4 、70番 1 、86番イ、87番 1 、88番 1 、787番、

788番、789番及び792番、字津々良口180番 1 、181番

1 、181番 2 、182番 1 、187番 1 、187番 2 、904番及び

909番、字コヲ田189番 1 、字宮ノ西838番、841番、886

番及び887番並びに字ボヲ畑927番、929番、931番及び

933番

( 7 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町興津1320番地

東出　輝夫

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町興津字元脇94番

( 8 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町野地1022番地

山田　隆俊

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町興津字東屋敷1307番並びに字松尾地

3755番及び3766番

( 9 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町興津1490番地

久保田　真史

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町興津字古川1546番 3

(10)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町興津2366番地 5

山中　寿保

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町興津字内船倉1642番 1 及び字岡ノ前

3833番

(11)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町興津349番地

辻本　史也

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町興津字小室2135番 2

(12)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町興津1502番地 1

竹添　和史

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町興津字小室2135番28

(13)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町興津1873番地 1

吉本　元

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町興津字中新開3137番

(14)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町興津1386番地

甫喜本　治誠

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町興津字六川3487番、字岡ノ前3847番並

びに字松ノ前3877番及び3885番

(15)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町北琴平町四丁目 5番 7号

辻本　明文

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町興津字元地3580番

(16)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高知市領家132番地

岡林　範雄

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町市生原字横田171番、172番、175番及

び176番

(17)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町中村22番地

矢野　健一

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町市生原字岡ノ屋敷271番 1

(18)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町志和223番地 2

山本　誠二

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町志和字大屋敷194番 1及び195番 1、字

柳尾755番 1及び763番並びに字黒岩1247番

(19)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町志和190番地

山本　勝大

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町志和字トクゲン371番 1 、372番 2 、

372番11及び373番

(20)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町志和499番地

岩本　寛

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町志和字トクゲン372番 7 、375番 1 、

375番 2 、376番 1及び376番 2

(21)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町志和216番 2

山本　俊夫

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町志和字クモテン666番 1、字イナバ697

番、字下島ケ内818番、820番、821番及び822番、字上島

ケ内825番、826番、838番 1、839番、840番及び841番、

字和田前875番及び879番並びに字大切1215番 1、1215番

2 、1225番 1、1225番 2 及び1225番 3

(22)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町志和220番地
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百代　一士

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町志和字クモテン666番 2 並びに字上島

ケ内827番ロ及び834番

(23)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町志和646番地

渡辺　崇

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町志和字イナバ698番

(24)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町志和1113番地 1の 2の 9号

清藤　幸生

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町志和字イナバ709番 1及び710番 1

(25)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町志和355番地

諏訪　一男

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町志和字柳尾754番、字下島ケ内817番、

字和田前861番 1 、862番、863番、864番及び865番、字

中町屋敷936番 1 及び937番、字古道1200番、1201番、

1204番、1205番及び1206番並びに字大切1216番、1230番

及び1231番

(26)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町魚ノ川106番地 2

大西　正夫

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町黒石字平田322番 1 並びに奈路字影薮

781番、783番 1、784番、801番 1及び1390番、字鍛治屋

敷818番 1 及び1419番、字笠松谷836番 1 及び841番、字

ヲヲノヲ1042番、字立目1096番、字鳥井ノ元1128番及び

1130番並びに字竹ノ本1349番

(27)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町勝賀野193番地

河野　幸良

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町中村字沖ノ丸371番、奥呉地字トイノ

本770番、字大向814番及び821番並びに字モト田825番、

827番、834番及び836番並びに七里字大久保甲817番、字

才能甲1543番 1及び甲1543番 2 並びに字岡田屋敷甲1551

番

(28)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町影野1033番地

株式会社サンビレッジ四万十　代表取締役　浜田　好

清

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町下呉地字野地ノ川386番 2 及び388番 1

並びに影野字ヤカタヤシキ498番 1、字辻ノ本622番 2 、

629番 1 及び630番 1 、字川原田673番 1 、676番 1 及び

678番 1 、字小野尻894番、906番及び914番、字永野922

番、字寺ノ前928番、940番、942番、951番 1 、951番 2

及び953番、字シノガヒラ1037番、字カシノ木ノ本1046

番、字ウシ地1053番 1 、1054番 1 、1056番 1 、1057番

1、1067番及び1068番、字神屋敷1081番 1、1081番 2 、

1090番、1092番、1093番、1100番、1101番、1102番及び

1103番、字宮之前1107番 1 及び1111番並びに字大ダバ

1122番、1123番、1124番、1126番及び1127番

(29)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町大井野462番地

島内　宏昇

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町大井野字春日デン463番 1 及び466番

2 、字屋敷割649番 1 、649番 2 及び649番 3 、字春日田

694番、字松カサコ710番 1 、739番 1 、739番 2 、741番

1及び741番 2 並びに字鳩打田809番 1

(30)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

幡多郡黒潮町佐賀2417番地11

森田　正

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町大井野字扇田668番並びに字鳩打田810

番及び811番

(31)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町神ノ西1122番地

山﨑　隆博

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町大井野字春日田687番 1及び690番、字

松カサコ732番、733番 1 、733番 2 、734番 1 及び734番

2 並びに字水神ノ上822番及び823番

(32)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町大向109番地

武吉　英典

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町大井野字春日田699番 1 並びに字松カ

サコ713番、729番及び744番

(33)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町桧生原56番地

山脇　唯雄

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町大井野字松カサコ730番、745番及び

841番並びに字西原開748番及び751番

(34)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町大井野381番地

野坂　光洋

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町大井野字西原開760番、761番、762番

及び763番 1

(35)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町奈路499番地14

大野　良幸

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町奈路字野仲480番、481番及び483番

(36)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町奈路113番地

黒岩　民夫

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町奈路字ナカヂ659番及び664番、字大田

1146番、字札建1168番、字シショウデン1300番、1304番

及び1305番並びに字荒神ノ元1334番

(37)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町土居378番地

国元　清隆

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町奈路字ヲヲノヲ1055番及び字大田1140

番

(38)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町奈路594番地

山上　高一

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町奈路字札建1186番及び字竹ノ本1347番

(39)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町奈路666番地

松井　保時

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町奈路字荒神ノ元1326番、1327番及び

1328番

(40)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町床鍋723番地

佐竹　隆弘

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町魚ノ川字茶引渕706番及び707番

(41)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町奥呉地80番地 1

西村　弘明

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町奥呉地字上大切718番 2
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(42)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町数神681番地

国広　直司

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町八千数字横田719番、724番及び735番

並びに字上ヤシキ787番、791番、792番、793番及び794

番

(43)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町口神ノ川723番地

谷脇　誠郎

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町口神ノ川字上土井屋式744番、745番

1、745番ロ、746番 2 、746番 5 及び747番 2

(44)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町西川角231番地

今井　敏之

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町西川角字大窪802番、字ヨケ添819番及

び字治子871番

(45)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町西川角137番地

高橋　元彦

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町西川角字治子865番及び866番

(46)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町西川角315番地

小谷　孝

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町西川角字池渕881番及び882番

(47)ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町七里甲1141番地

小松　健

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町七里字大久保甲810番及び甲832番

2 　認可年月日

平成28年 3月 4日

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社

から申請があった農用地利用配分計画について、次のとおり農地

中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18

条第 1項の認可をした。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　農用地利用配分計画の概要

( 1 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高知市朝倉横町13番地14

山崎　浩平

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

吾川郡いの町八田字竹添1562番

( 2 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高岡郡四万十町黒石451番地

営農支援センター四万十株式会社　代表取締役　中越

　清年

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高岡郡四万十町中村字廣岡343番

2 　認可年月日

平成28年 3月 4日

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社

から申請があった農用地利用配分計画について、次のとおり農地

中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18

条第 1項の認可をした。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　農用地利用配分計画の概要

( 1 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

安芸市穴内甲757番地 1

前田　兼臣

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

安芸市穴内字ハヱノ内甲747番 1 、甲748番 1 及び甲

754番 4並びに字上リ立甲975番

( 2 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

安芸市穴内甲1186番地 1

仙頭　文雄

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

安芸市穴内字六丁新田甲4053番

2 　認可年月日

平成28年 3月 4日

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社

から申請があった農用地利用配分計画について、次のとおり農地

中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18

条第 1項の認可をした。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　農用地利用配分計画の概要

( 1 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高知市春野町東諸木625番地

岩田　卓雄

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高知市春野町西諸木字中川原1360番及び1361番並びに

春野町東諸木字高田5020番及び5021番

( 2 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

埼玉県川越市砂新田413番地 6

永野　佳代

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高知市春野町弘岡上字中堤3112番、3113番、3114番 1

及び3115番 1並びに字西ノ窪3187番及び3188番

( 3 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高知市介良丙613番地

田中　孝親

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高知市介良字東丁面丙571番 1 、丙575番 1 、丙589番

1、丙589番 2 、丙590番 1及び丙590番 3、字岩谷丙602

番、字下田丸丙1344番 4 及び丙1380番 1 、字大潮田丙

1422番並びに字小潮田丙1510番 1及び丙1510番 3

( 4 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高知市春野町西諸木602番地 4

土居　雄作

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高知市春野町西諸木字国吉1475番及び1476番

( 5 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

南国市西山826番地

森野　幸一

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

南国市西山字野村丸627番、629番、630番、631番及び

632番 1

( 6 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

南国市西山771番地 1

公文　英次

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

南国市西山字徳岡丸1167番 1、1167番 2 、1172番及び

1173番

( 7 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

南国市包末268番地

石川　享照

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

南国市立田字両宗697番 1、697番 3、699番 1、699番

3、700番 1及び700番 3並びに字秋竹721番 1及び721番

7

2 　認可年月日

平成28年 3月 4日
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農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社

から申請があった農用地利用配分計画について、次のとおり農地

中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18

条第 1項の認可をした。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　農用地利用配分計画の概要

( 1 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高知市高須砂地197番地

澤本　和男

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高知市高須砂地208番 1、208番 2 、243番 4、247番 1

及び247番 4 並びに大津字スカ田四ノ折乙2712番 1 、乙

2712番 2 、乙2713番 3及び乙2713番11、字スカ田三ノ折

乙2719番 3及び乙2720番 1、字スカ田二ノ折乙2729番 1

及び乙2730番 3 並びに字スカ田一ノ折乙2738番 3 、乙

2738番10、乙2739番 1及び乙2739番 3

( 2 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高知市大津乙2265番地

大﨑　資二

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高知市大津字西千檀ノ木乙789番並びに字下ノ町乙

1972番 1、乙1973番 1及び乙1988番 1

( 3 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高知市針木東町26番43　針木ガーデンヒルズ305

川村　淳

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高知市春野町弘岡中字堂ノ前513番、字玉屋敷697番

1 、字楽万737番 1 、738番 1 及び738番 2 並びに字成松

1872番

2 　認可年月日

平成28年 3月 4日

土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条の 4 第 1 項におい

て準用する同法第54条第 3項の規定により、北川村から和田地区

（和田換地区）の換地処分を平成28年 2 月17日に行った旨の届出

があった。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

森林病害虫等防除法（昭和25年法律第53号）第 5条第 4項にお

いて準用する同法第 3条第 5項の規定により、同条第 1項第 1号

に掲げる命令の内容となる事項を次のとおり公表する。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　区域及び期間

( 1 )　区域

高知市、安芸市、安芸郡安田町及び芸西村並びに幡多郡黒

潮町及び大月町の区域内に存する松林の区域のうち次のとお

りとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業

振興・環境部木材増産推進課並びに関係市役所及び町村役場

に備え置いて縦覧に供する。）

( 2 )　期間

平成28年 3月 4日から平成29年 3月20日まで

2　森林病害虫等の種類

松くい虫

3　行うべき措置の内容

松くい虫の付着している樹木を所有し、又は管理する者は、

当該樹木の伐倒及び薬剤による防除又は当該樹木の伐倒及びは

く皮並びに松くい虫並びにその付着している枝条及び樹皮を焼

却すること。

4　命令をしようとする理由

1の( 1 )に掲げる区域の松林及びその周辺の区域の松林にお

いて前年度に松くい虫の被害が発生しており、本年度の気象条

件及び松くい虫の被害の発生状況からみて、 3に掲げる措置を

行わなければ松くい虫の被害がまん延し、 1の( 1 )に掲げる区

域の松林及びその周辺の区域の松林に重大な損害を与えるおそ

れがあるため

5　その他必要な事項

( 1 )　 3に掲げる措置については、森林害虫防除員の指示に従

うこと。

( 2 )　 3に掲げる措置を行った者又はその代理人は、当該措置

を行った後速やかに 3に掲げる樹木の所在する地域を管轄す

る林業事務所長にその旨を届け出なければならない。ただ

し、( 3 )により申請書を提出する場合は、この限りでない。

( 3 )　 3に掲げる措置に伴う損失補償を受けようとする者は、

別に定める申請書を当該措置を行った後速やかに 3に掲げる

樹木の所在する地域を管轄する林業事務所長に提出するもの

とし、その提出があったときは、当該林業事務所長は、当該

申請者が 3に掲げる措置を行ったかどうかを確認して損失補

償金の額を決定し、損失補償金を交付する。

( 4 )　 3に掲げる樹木を所有し、又は管理する者が 1の( 2 )に

定める期間内に 3に掲げる措置を行わないとき、行っても十

分でないとき又は行う見込みがないときは、知事が当該措置

の全部又は一部を行うことがある。

( 5 )　知事が( 4 )の措置を行った場合において、その費用の額

が 3に掲げる措置を行うべき者が自らその措置の全部又は一

部を行ったとした場合にその者が受けることとなるべき補償

の額を超えるときは、その超える部分の額に相当する額を知

事がその者から徴収することがある。

森林病害虫等防除法（昭和25年法律第53号）第 5条第 4項にお

いて準用する同法第 3条第 5項の規定により、同条第 1項第 4号

に掲げる命令の内容となる事項を次のとおり公表する。

平成28年 3月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　区域及び期間

( 1 )　区域

土佐清水市並びに幡多郡大月町及び黒潮町の区域内に存す

る松林の区域のうち、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業

振興・環境部木材増産推進課並びに関係市役所及び町役場に

備え置いて縦覧に供する。）

( 2 )　期間

平成28年 3月 4日から同年 7月31日まで

2　森林病害虫等の種類

松くい虫

3　行うべき措置の内容

松くい虫の被害を受け、又は受けるおそれがある樹木を所有

し、又は管理する者は、当該樹木に地上からの薬剤による防除

を実施すること。

4　命令をしようとする理由

1の( 1 )に掲げる区域の松林及びその周辺の松林における過

去の松くい虫被害の状況からみて、 3に掲げる措置を行わなけ

れば松くい虫の被害がまん延し、 1の( 1 )に掲げる区域の松林

に重大な損害を与えるおそれがあるため

5　その他必要な事項

( 1 )　 3に掲げる措置については、森林害虫防除員の指示に従

うこと。

( 2 )　 3に掲げる措置を行った者又はその代理人は、当該措置

を行った後速やかに 3に掲げる樹木の所在する地域を管轄す

る林業事務所長にその旨を届け出なければならない。ただ

し、( 3 )により申請書を提出する場合は、この限りでない。

( 3 )　 3に掲げる措置に伴う損失補償を受けようとする者は、

別に定める申請書を当該措置を行った後速やかに 3に掲げる

樹木の所在する地域を管轄する林業事務所長に提出するもの

とし、その提出があったときは、当該林業事務所長は、当該

申請者が 3に掲げる措置を行ったことを確認して損失補償金

の額を決定し、損失補償金を交付する。
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( 4 )　 3に掲げる樹木を所有し、又は管理する者が 1の( 2 )に

定める期間内に 3に掲げる措置を行わないとき、行っても十

分でないとき又は行う見込みがないときは、知事が当該措置

の全部又は一部を行うことがある。

( 5 )　知事が( 4 )の措置を行った場合において、その費用の額

が 3に掲げる措置を行うべき者が自らその措置の全部又は一

部を行ったとした場合にその者が受け取ることとなるべき損

失補償金の額を超えるときは、その超える部分の額に相当す

る額をその者から徴収することがある。
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